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平成２２年４月１日規程第５４号 

 

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター内部通報及び外部通報事務

手続等に関する規程 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 公益通報の受付・受理等（第３条－第７条） 

第３章 調査及び措置（第８条－第１３条） 

第４章 雑則（第１５条－第１７条） 

附 則 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」

という。）その他の利益の保護に関わる法令に基づき、役職員等からの法令違

反行為に関する通報を、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

（以下「センター」という。）内において適切に処理するための必要な手続を

定めることにより、通報者の保護が図られるとともにセンターにおける法令

遵守が徹底され、もってセンターの健全な業務運営の確保に資することを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「役職員等」とは、次に掲げる者をいう。 

 一 センターの役員 

 二 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター職員就業規則 （平成

２２年規程第３号）第１条に規定する常勤職員若しくは任期付短時間勤務

職員又は通報の日前１年以内に常勤職員若しくは任期付短時間勤務職員で

あった者 

 三 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター非常勤職員就業  

規則（平成２２年規程第４号）第１条に規定する非常勤職員又は通報の日前

１年以内に非常勤職員であった者 

 四 センターが法第２条第１項第２号及び第３号の事業者である場合におけ

る当該事業者の役員 
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 五 センターが法第２条第１項第２号及び第３号の事業者である場合におけ

る同項第２号及び第３号の労働者若しくは派遣労働者又は通報の日前１年

以内にセンターに従事していた労働者若しくは派遣労働者 

六 次項に定める通報対象事実に関係する者であって、前５号に定める者以 

外の者をいう。 

 

２ この規程において「通報対象事実」とは、センター又はセンターの事業に従   

 事する場合における役職員、代理人その他の者についての法令違反行為の事  

 実をいう。なお、センターの事業と全く無関係な私生活上の法令違反行為の事 

 実は含まない。 

３ この規程において「法令違反行為」とは、法第２条第３項に規定する犯罪行 

 為もしくは科料対象行為又は最終的に刑罰若しくは行政罰につながる行為を 

いう。 

４ この規程において「通報」とは、役職員等が、不正の利益を得る目的、他人 

 に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実が生じ、又はま 

 さに生じようとしている旨を、センターに設置された窓口に知らせることを 

いう。 

 

５ この規程において「相談」とは、役職員等が通報手続に先立ちセンターから 

 必要な助言を受けることをいう。 

６ この規程において「通報者」とは、相談又は通報を行った役職員等をいう。 

７ この規程において「受付」とは、役職員等からの通報を受けることをいう。 

８ この規程において「受理」とは、役職員等からの通報について、法令違反行  

 為等に関する通報として受け付けることをいう。 

９ この規程において「利害関係人」とは、被通報者（通報された者）及び調査 

の過程で調査の対象となった者をいう。 

 

第２章 公益通報の受付・受理等 

 

（受付の範囲） 

第３条 センターは、役職員等からの通報対象事実に関する通報を受け付ける 

ものとする。 

 

（通報窓口の設置） 

第４条 センター内に役職員等からの相談又は通報を受け付ける窓口（以下 

「内部通報窓口」という。）を設置し、役職員等からの相談又は通報を受け付
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ける職員（以下「通報相談員」という。）を配置する。 

２ 内部通報窓口を監査室に設置し、監査室長を通報相談員とする。 

３ 前２項のほか、センター外に役職員等からの相談又は通報を受け付ける窓

口（以下「外部通報窓口」という。）を設置し、役職員等からの相談又は通報

を受け付けるため、センターの指定する弁護士（以下「指定弁護士」という。）

を配置するものとする。 

４ 理事長は、通報相談員及び指定弁護士（以下「通報相談員等」という。）の  

 業務を支援する者（以下「通報相談支援員」という。）を、センターの職員か 

ら指名することができる。 

５ 通報相談支援員は、通報相談員等と協力して、次条以下に定める業務を 

 適切に処理するものとする。 

６ 理事長は、通報窓口の体制について、役職員に明示するものとする。 

 

（通報手続） 

第５条 役職員等は、内部通報窓口又は外部通報窓口に通報対象事実につい  

て相談又は通報をすることができる。 

２ 相談又は通報は、次の各号に掲げる事項について書面の提出（郵送等による 

提出を含む。）、電子メールの送付又は電話によって行う。 

 一 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先（当該事項の全部又は一部が明  

らかにされていない場合でも可とする。） 

 二 事案発生年月日 

 三 事案発生場所 

 四 通報対象者の所属及び氏名 

 五 事案の概要 

 六 事案を知った経緯 

 七 内容を裏付ける資料の有無 

 

（通報相談員等の業務） 

第６条 通報相談員等は、通報者から、相談又は通報についての事実の詳細その

他必要な情報を聴取するものとする。 

２ 指定弁護士は、通報者から聴取した前項の情報を、速やかに通報相談員に報

告するものとする。 

３ 通報相談員等は、通報者からの相談又は通報の聴取に際して、当該通報者 

の秘密を保持するため、当該通報者が特定されないように十分に配慮すると  

ともに、当該通報による不利益な取扱いがないこと及び当該通報者の秘密は  

保持されることを当該通報者に対し説明するものとする。 
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４ 通報を受理した通報相談員等は、別紙様式１に所要の事項を記録しなけれ 

ばならない 

４ 通報相談員は、通報者から聴取した第１項の情報及び指定弁護士から報告 

があった第２項の情報を、速やかに理事長に報告するものとする。 

 

（通報受理等の通知） 

第７条 通報相談員等は、通報者からの通報が、次の各号のいずれに該当するか

を判断し、別紙様式２により、当該通報者に遅滞なく通知しなければならない。

ただし、匿名の通報その他通報者を特定することができない通報については、

この限りでない。 

 一 公益通報として受理する。 

 二 公益通報ではないが、通報内容について受理し、必要な調査を行う。 

 三 受理せず情報提供として受け付ける。 

２ 前項の場合において、指定弁護士は、通報者からの通報が前項各号のいずれ

に該当するかを、あらかじめ通報相談員に相談した上で当該通報者に通知す

るものとする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する通報は、受理せず情報提供として受け付 

 けるものとする。 

 一 内容が著しく不分明な通報 

 二 内容が虚偽であることが明らかな通報 

 三 既に調査を実施し、結果について通知した通報と同一の内容である通    

  報 

 四 前各号に定めるもののほか受理することが相当でないと認められる通    

  報 

４ 通報相談員等は、役職員等からの通報を受理することを決定した場合は、 

 当該決定について総務部長に報告しなければならない。なお、総務部長が通報

事案の利害関係人又は当該通報事案に利益相反関係を有している場合は、こ

の限りでない。 

５ 総務部長は、前項の報告を受けた場合、速やかに当該報告について理事長に

報告しなければならない。なお、総務部長が通報事案の利害関係人又は当該通

報事案に利益相反関係を有している場合は、通報相談員が直接理事長に報告

するものとする。 

 

第３章 調査及び措置 

 

（調査の実施） 
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第８条 理事長は、受理した通報について、調査の必要性が認められる場合には、

通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認

められる方法で調査を行うよう通報相談員に指示するものとする。 

２ 前項の場合において、理事長は、通報にかかる事案の内容に応じて、調査担

当部署又は調査担当者（以下「調査担当」という。）を指名するものとする。 

３ 調査担当は、速やかに通報対象事実の有無及び内容について調査し、その調

査結果を通報相談員等に報告しなければならない。 

４ 通報相談員等は、通報者からの通報について調査を行う場合はその旨、調査

開始時期及び調査担当部署又は調査担当者の職名並びに当該通報の受理から

処理の終了まで（以下「通報の処理」という。）に必要と見込まれる期間を、

調査を行わない場合はその旨及びその理由を、別紙様式３により、当該通報者

に遅滞なく通知しなければならない。 

５ 通報相談員等は、調査の進捗状況を、利害関係人の秘密、信用、名誉及 び

プライバシー等に配慮しつつ、別紙様式４により適時に通報者に報告するも

のとする。 

６ 通報相談員等は、通報者からの通報にかかる調査が終了した場合は、速やか

に調査結果を取りまとめ、その結果を、利害関係人の秘密、信用、名誉及び 

プライバシー等に配慮しつつ、別紙様式５により、当該通報者に遅滞なく通知   

しなければならない。 

７ 研究不正（研究従事者による研究活動における不正行為、具体的には、研究 

の申請、実行、審査、又は研究成果の報告等の様々な過程における捏造、改 

ざん、盗用等の不適切な行為をいう。）にかかる第１項の調査については、「国 

立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター研究不正防止規程」（平成２ 

６年規程第２５号）第１１条から第１６条によるものとする。 

 

 （理事長への報告） 

第９条 センターの通報相談員（この条において通報相談支援員及び調査担 

当を含む。）は、通報者から聴取した事実の詳細その他必要な情報、当該事案 

に係る調査の進捗、結果等を、適時に理事長に報告しなければならない。 

 

（調査結果に基づく措置） 

第１０条 理事長は、前条の報告を受けて、通報対象事実があると認めるときは、

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの内部統制規程 （平成２

７年規程第３０号）第５条に規定する内部統制推進責任者に、速やかに是正措

置及び再発防止策等（以下「是正措置等」という。）をとるよう指示するもの

とする。 
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２ 内部統制推進責任者は、前項の是正措置等の検証を行い、その結果を適 時

に理事長及び内部統制委員会に報告しなければならない。 

 

（通報者等の保護） 

第１１条 通報者は、相談又は通報をしたことを理由として、いかなる不利益な

取扱いも受けない。 

 

（通報者のフォローアップ） 

第１２条 通報相談員は、通報の処理の終了後、通報者に対して通報したことを

理由とした不利益な取扱いが行われていないか等について確認するなど、通

報者を保護するために必要なフォローアップを行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第１３条 第４条第１項に規定する通報相談員、同条第３項に規定する指定弁

護士及び同条第４項に規定する通報相談支援員、第８条第２項に規定する調

査担当、及び内部統制推進責任者は、法第１２条に規定する公益通報対応業務

従事者とする。 

２ 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正 

 当な理由なく、通報に関して知り得た情報に関する秘密を漏らしてはならな

い。 

３ 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、知 

り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならない。 

 

（協力義務） 

第１４条 役職員等は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実

に協力しなければならない。 

２ 調査に協力した者は、調査を受けた事実及び調査により知りえた情報を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

３ センターは、行政機関その他公の機関から、公益通報に関する調査等の協力

を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものと

する。 

 

第４章 雑則 

 

（通報関連文書の管理） 
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第１５条 通報の処理に係る記録及び関係資料については、国立研究開発法 

人国立精神・神経医療研究センターの保有する個人情報の開示等の手続に 

関する規程（平成２２年規程第４１号）及び国立研究開発法人国立精神・神経

医療研究センター文書管理規程（平成２２年規程第３７号。以下「文書管理規

程」という。）に基づき適切な方法で管理するものとする。 

２ 文書管理規程における文書の保存期間については５年とする。 

３ 外部通報窓口における通報の処理に係る記録及び関係資料については、 

前２項に基づき管理するものとする。 

 

（利益相反の排除） 

第１６条 公益通報対応業務従事者は、自らが関係する通報事案の処理に関 

与してはならない。 

２ 公益通報対応業務従事者は、通報対応の各段階において、通報事案への対応

に関与する公益通報対応業務従事者が当該通報事案の利害関係人に 

 なっていないか、当該通報事案に利益相反関係を有していないか等を確認 

 しなければならない。 

３ 理事長が通報事案の利害関係人又は当該通報事案に利益相反関係を有し 

ている場合における第６条第４項、第８条第１項及び第２項、第９条並びに第

１０条の規定は、同項中「理事長」とあるのは「監事又は監事が指定する者」

と読み替えて適用する。 

 

（その他） 

第１７条 この規程の所管は、総務部総務課とする。 

２ この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第２号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 
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 附 則（令和５年規程第３６号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年５月 1日から施行する。 

 

（名称の変更） 

第２条 「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター内部通報事務手続

規程（平成２２年４月１日規程第５４号）」の名称を、「国立研究開発法人国立

精神・神経医療研究センター内部通報及び外部通報事務手続等に関する規程」

に改める。 

 

（その他） 

第３条 「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター外部通報事務手続

規程（平成２７年９月３０日規程第３３号）」は、令和５年４月３０日をもっ

て廃止する。 


